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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の領域に第１の部分が位置する第１のリードを有する第１のリードフレームを用意
する工程と、
　第２の領域に第２の部分が位置する第２のリードを有する第２のリードフレームを用意
する工程と、
　第３の部分を具備する第３のリードを有する第３のリードフレームを用意する工程と、
前記第１のリードと第１の電子部品とを電気的に接続する工程と、
　前記第２のリードと第２の電子部品とを電気的に接続する工程と、
　前記第３のリードと第３の電子部品とを電気的に接続する工程と、
　前記第１の部分が前記第１の領域の外側に位置するように、前記第１のリードを屈曲さ
せる工程と、
　前記第１のリードフレームと前記第３のリードフレームとを重ねる工程と、
　前記第３のリードフレームと前記第２のリードフレームとを重ねる工程と、
　と含み、
　前記第３のリードフレームと前記第２のリードフレームとを重ねる工程の前に、
　前記第３のリードを、前記第３の部品と前記第２の部品とが重ならないように、屈曲さ
せておく工程と、を有することを特徴とする電子デバイスの製造方法。
【請求項２】
　前記第３のリードを屈曲させる工程では、
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　断面視で、前記第３のリードの前記第３の部分が前記第２の電子部品の上側又は下側に
位置するように前記第３のリードを屈曲させること、を特徴とする請求項１に記載の電子
デバイスの製造方法。
【請求項３】
　前記第３のリードを屈曲させる工程では、
　前記第３のリードを複数の点で屈曲させる、ことを特徴とする請求項１乃至２に記載の
電子デバイスの製造方法。
【請求項４】
　前記第１のリードフレームを前記第３のリードフレームに重ねる工程では、前記第１の
リードフレームが有する第１のダムバーと、前記第３のリードフレームが有する第３のダ
ムバーとが、前記第１の電子部品と前記第３の電子部品とを平面視で囲む枠体の少なくと
も一部を構成し、
　前記枠体で囲まれる領域に樹脂を注入して、前記第１の電子部品と前記第３の電子部品
とを封止する工程、をさらに含み、
　前記枠体には、隙間を設けておく、ことを特徴とする請求項１乃至請求項３の何れか一
項に記載の電子デバイスの製造方法。
【請求項５】
　第１の点で屈曲している第１のリード、を有する第１のリードフレームと、
　第２のリードを有する第２のリードフレームと、
　第３の点で屈曲している第３のリード、を有する第３のリードフレームと、
　前記第１の点と前記第１のリードの先端の間である第１の部分に搭載された第１の電子
部品と、
　前記第２のリードの第２の部分に搭載された第２の電子部品と、
を有し、
　前記第１のリードフレームと前記第３のリードフレームとが重なり、
　前記第３のリードフレームと前記第２リードフレームとが重なり、
　前記第１の点から前記第１のリードの前記先端までの距離より、前記第１の点から前記
第２の電子部品までの距離の方が短いこと、を特徴とする電子デバイス。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子デバイスの製造方法及び電子デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、電子デバイスの内部でＩＣ（ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）素子
を支持すると共に、半導体素子が有する複数の端子を樹脂パッケージの外部に引き出す金
属板として、リードフレームが用いられている。
　図２４（ａ）～図２５（ｂ）は、従来例に係る電子デバイスの製造方法を示す工程図で
ある。図２４（ａ）～図２５（ａ）は平面図であり、図２５（ｂ）は図２５（ａ）の矢視
断面図である。なお、図２５（ａ）では、図面の複雑化を回避するために上金型１４１（
図２５（ｂ）を参照。）の図示を省略している。
【０００３】
　図２４（ａ）に示すように、まず、リードフレーム１１０を用意する。このリードフレ
ーム１１０は、電子部品を固定するためのダイパッド１１１と、ダイパッド１１１上に固
定された電子部品の各端子を外部に引き出すための複数本のリード１１２と、複数本のリ
ード１１２を連結しているダムバー１１３と、を有する。ダムバー１１３は、平面視で、
樹脂パッケージの外縁に沿うような枠体の形状を有しており、電子部品を樹脂封止する際
にモールド樹脂が枠体の外側へ広がることを防ぐようになっている。このようなリードフ
レーム１１０は、ダイパッド１１１と、複数本のリード１１２と、ダムバー１１３とが、
１枚の銅板により一体となって形成されている。
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【０００４】
　次に、図２４（ｂ）に示すように、リードフレーム１１０のダイパッド１１１上に電子
部品１２１を取り付ける。そして、電子部品１２１が有する各端子と、リード１１２とを
例えば金線１３１等を用いて接続する。次に、図２５（ａ）及び（ｂ）に示すように、ダ
イパッド１１１上に固定された電子部品１２１を上金型１４１及び下金型１４２の間に配
置し、ダムバー１１３を上下から挟み込むように両金型を型締めして、キャビティ１４３
を形成する。そして、このキャビティ１４３の内部にモールド樹脂を注入し硬化させる。
これにより、樹脂パッケージが形成され、電子部品１２１は樹脂パッケージ内に封止され
る。その後、キャビティ１４３を開放して樹脂パッケージを取り出し、樹脂パッケージの
外側にあるダムバー１１３を切断して複数本のリード１１２をそれぞれ分離させる。この
ようにして、電子デバイスを完成させる。
【０００５】
　また、別の従来例として、例えば特許文献１、２に開示されているものがある。
　即ち、特許文献１には、電子部品が搭載されるステージ部を複数のエリアに分割し、例
えば、第１のエリアを素子搭載領域とし、第２のエリアを接地層とし、第３のエリアを電
源層とすることが記載されている。また、この特許文献１には、第１～第３のエリアを有
するステージ部フレームと、所定数のリードを有するリード部フレームとを別々に形成し
、これらを重ねることも記載されている。
　特許文献２には、封止体（パッケージ）内にある一対のリードが途中で曲がって斜め上
方に延び、斜め上方に延びた一方のリードの下面には半導体チップが固定され、他方のリ
ードの下面にはワイヤーの一端が接続され、ワイヤーの他端は半導体チップの電極に接続
された構造が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平７－２３１０６９号公報
【特許文献２】特開平８－３１９９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、図２４（ａ）～図２５（ｂ）に示した従来例において、例えば図２６（ａ）
に示すように、１つの樹脂パッケージ内に２個の電子部品１２１、１２２を配置する場合
は、２個の電子部品１２１、１２２をダイパッド１１１上に並べて配置する方法が考えら
れる。しかしながら、図２６（ｂ）に示すように、ダイパッド１１１よりも電子部品１２
１、１２２の方が大きい場合は、電子部品１２１、１２２の一部が平面視で重なり、接触
（即ち、干渉）してしまう。
　このような状況を回避する方法として、従来の技術では、電子部品１２１、１２２の個
数や大きさに合わせてダイパッド１１１の面積を増やすしかなく、樹脂パッケージが著し
く大型化してしまう、という課題があった。
【０００８】
　このような課題は、特許文献１に開示された技術でも解消することはできなかった。ま
た、特許文献２は、そもそも、複数個の電子デバイスを１つの樹脂パッケージ内に配置す
ることを前提としていなかった。
　そこで、本発明のいくつかの態様は、このような事情に鑑みてなされたものであって、
１つの樹脂パッケージ内に複数個の電子部品を配置する場合でも、樹脂パッケージの大型
化を抑制できるようにした電子デバイスの製造方法及び電子デバイスの提供を目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様に係る電子デバイスの製造方法は、
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　第１の領域に第１の部分が位置する第１のリードを有する第１のリードフレームを用意
する工程と、第２の領域に第２の部分が位置する第２のリードを有する第２のリードフレ
ームを用意する工程と、第３の部分を具備する第３のリードを有する第３のリードフレー
ムを用意する工程と、前記第１のリードと第１の電子部品とを電気的に接続する工程と、
前記第２のリードと第２の電子部品とを電気的に接続する工程と、前記第３のリードと第
３の電子部品とを電気的に接続する工程と、前記第１の部分が前記第１の領域の外側に位
置するように、前記第１のリードを屈曲させる工程と、前記第１のリードフレームと前記
第３のリードフレームとを重ねる工程と、前記第３のリードフレームと前記第２のリード
フレームとを重ねる工程と、と含み、前記第３のリードフレームと前記第２のリードフレ
ームとを重ねる工程の前に、前記第３のリードを、前記第３の部品と前記第２の部品とが
重ならないように、屈曲させておく工程と、を含むことを特徴とする。
【００１０】
　このような方法であれば、第１～第３の電子部品を互いに接触しないように立体的に配
置することができ、例えば、１つの樹脂パッケージ内に３個以上の電子部品を配置する場
合でも、樹脂パッケージの大型化を抑制することができる。
【００１１】
　また、上記の電子デバイスの製造方法において、前記第３のリードを屈曲させる工程で
は、断面視で、前記第３のリードの前記第３の部分が前記第２の電子部品の上側又は下側
に位置するように前記第３のリードを屈曲させること、をさらに含むことを特徴としても
良い。
　このような方法であれば、例えば、第３の電子部品と第２の電子部品とを積み重ねて配
置することができる。
【００１２】
　また、上記の電子デバイスの製造方法において、前記第３のリードを屈曲させる工程で
は、前記第３のリードを複数の点で屈曲させても良い。
　このような方法であっても、例えば、第３の電子部品と第２の電子部品とを積み重ねて
配置することができる。
【００１３】
　また、上記の電子デバイスの製造方法において、前記第１のリードフレームを前記第３
のリードフレームに重ねる工程では、前記第１のリードフレームが有する第１のダムバー
と、前記第３のリードフレームが有する第３のダムバーとが、前記第１の電子部品と前記
第３の電子部品とを平面視で囲む枠体の少なくとも一部を構成し、
　前記枠体で囲まれる領域に樹脂を注入して、前記第１の電子部品と前記第３の電子部品
とを封止する工程、をさらに含み、前記枠体には、隙間を設けておくことを特徴としても
良い。このような方法であれば、枠体に設けられた隙間を利用して、枠体の外側から内側
に樹脂を注入したり、枠体の内側から外側へ空気を排出したりすることができるため、樹
脂封止を安定して行うことができる。
【００１４】
　本発明のさらに別の態様に係る電子デバイスは、第１の点で屈曲している第１のリード
、を有する第１のリードフレームと、第２のリードを有する第２のリードフレームと、
　第３の点で屈曲している第３のリード、を有する第３のリードフレームと、前記第１の
点と前記第１のリードの先端の間である第１の部分に搭載された第１の電子部品と、
　前記第２のリードの第２の部分に搭載された第２の電子部品と、を有し、前記第１のリ
ードフレームと前記第３のリードフレームとが重なり、前記第３のリードフレームと前記
第２リードフレームとが重なり、前記第１の点から前記第１のリードの前記先端までの距
離より、前記第１の点から前記第２の電子部品までの距離の方が短いこと、を特徴とする
。
【００１５】
　このような構成であれば、第１のリードフレームと第２のリードフレームと第３のリー
ドフレームにより１つのリードフレームが構成され、この１つのリードフレーム内で、第
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１の電子部品と第２の電子部品と第３の電子部品が立体的に配置されている。複数個の電
子部品が高さ方向のスペースを活用して密に配置されているので、樹脂パッケージの大型
化を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１実施形態に係る電子デバイスの製造方法を示す図。
【図２】本発明の第１実施形態に係る電子デバイスの製造方法を示す図。
【図３】本発明の第１実施形態に係る電子デバイスの製造方法を示す図。
【図４】本発明の第１実施形態に係る電子デバイスの製造方法を示す図。
【図５】本発明の第１実施形態に係る電子デバイスの製造方法を示す図。
【図６】本発明の第１実施形態に係る電子デバイスの製造方法を示す図。
【図７】本発明の第１実施形態に係る電子デバイスの製造方法を示す図。
【図８】発明の第１実施形態に係る電子デバイスの構成例を示す図。
【図９】電子部品とリードとの電気的接続の一例を示す図。
【図１０】本発明の第１実施形態に係る電子デバイスの他の製造方法を示す図。
【図１１】本発明の第２実施形態に係る電子デバイスの製造方法を示す図。
【図１２】本発明の第３実施形態に係る電子デバイスの製造方法を示す図。
【図１３】本発明の第３実施形態に係る電子デバイスの製造方法を示す図。
【図１４】本発明の第３実施形態に係る電子デバイスの製造方法を示す図。
【図１５】本発明の第３実施形態に係る電子デバイスの製造方法を示す図。
【図１６】本発明の第３実施形態に係る電子デバイスの製造方法を示す図。
【図１７】本発明の第３実施形態に係る電子デバイスの製造方法を示す図。
【図１８】本発明の第３実施形態に係る電子デバイスの製造方法を示す図。
【図１９】本発明の第３実施形態に係る電子デバイスの構成例を示す図。
【図２０】内曲げ、外曲げの一例を示す図。
【図２１】本発明の第４実施形態に係る電子デバイスの製造方法を示す図。
【図２２】本発明の第５実施形態に係るリードフレームの構成例などを示す図。
【図２３】本発明の第５実施形態に係るリードフレームの他の構成例などを示す図。
【図２４】従来例を示す図。
【図２５】従来例を示す図。
【図２６】課題を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下に説明す
る各図において、同一の構成を有する部分には同一の符号を付し、その重複する説明は省
略する。
　（１）第１実施形態
　図１（ａ）～図７（ｂ）は、本発明の第１実施形態に係る電子デバイスの製造方法を示
す図である。なお、図６（ａ）では、図面の複雑化を回避するために、上金型の図示を省
略している。
【００２１】
　この第１実施形態では、例えば２つの分割リードフレームを用意し、これら分割リード
フレームの各リードを部分的に屈曲させてから重ねることにより、１つのリードフレーム
を構成し、その後、このリードフレームの各リードに搭載された複数個の電子部品を一括
して樹脂封止することにより、１つの樹脂パッケージ内に複数個の電子部品を配置した電
子デバイスを完成させる場合について説明する。
　図１（ａ）～（ｄ）に示すように、まず始めに、２つの分割リードフレーム１０、２０
を用意する。図１（ａ）及び（ｃ）に示すように、分割リードフレーム１０は、例えば、
複数本のリード１１ａ～１１ｅ、１２ａ～１２ｄと、ダムバー１３、１４と、支持枠１５
と、を有する。
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【００２２】
　これらの中で、リード１１ａ～１１ｅ、１２ａ～１２ｄは、電子部品が搭載されるステ
ージとして使用されると共に、外部接続端子（即ち、外部と接続して、信号や電源の送受
に使用される端子）として使用される部分である。ダムバー１３、１４は、リード１１ａ
～１１ｅ、１２ａ～１２ｄに搭載された各電子部品を樹脂（例えば、モールド樹脂）で封
止する際に、モールド樹脂の流れを止めて、モールド樹脂がダムバーの外側へ広がらない
ようにするための部分である。ダムバー１３はリード１１ａ～１１ｅ同士を連結し、ダム
バー１４はリード１２ａ～１２ｄ同士を連結している。支持枠１５は、分割リードフレー
ム１０の外枠であり、リード１１ａ～１１ｅ、１２ａ～１２ｄと、ダムバー１３、１４と
を支持するための部分である。この支持枠１５には、後の工程で分割リードフレーム同士
を重ね合わせる際に、それらの位置合わせに使用することができる貫通穴１６ａ～１６ｃ
が設けられている。このような分割リードフレーム１０は、例えば１枚の銅板をエッチン
グ、又は、金型を用いて打ち抜くことにより、リード１１ａ～１１ｅ、１２ａ～１２ｄと
、ダムバー１３、１４と、支持枠１５とが一体となって形成される。
【００２３】
　また、図１（ｂ）及び（ｄ）に示すように、分割リードフレーム１０と同様、分割リー
ドフレーム２０も、例えば、複数本のリード２１ａ～２１ｅ、２２ａ～２２ｅと、ダムバ
ー２３、２４と、支持枠２５と、を有する。これらの中で、ダムバー２３はリード２１ａ
～２１ｅ同士を連結し、ダムバー２４はリード２２ａ～２２ｅ同士を連結している。また
、支持枠２５には、後の工程で分割リードフレーム同士を重ね合わせる際に、それらの位
置合わせに使用することができる貫通穴２６ａ～２６ｃが設けられている。この分割リー
ドフレーム２０も、例えば１枚の銅板をエッチング、又は、金型を用いて打ち抜くことに
より、リード２１ａ～２１ｅ、２２ａ～２２ｄと、ダムバー２３、２４と、支持枠２５と
が一体となって形成される。
【００２４】
　なお、図１（ａ）及び（ｃ）と、図１（ｂ）及び（ｄ）とを比較して分かるように、分
割リードフレーム１０の支持枠１５と、分割リードフレーム２０の支持枠２５は互いに同
一形状で且つ同一の大きさを有する。また、貫通穴１６ａ～１６ｃ、２６ａ～２６ｃも、
支持枠１５、２５の同じ位置に、同一形状で且つ同一の大きさに形成されている。即ち、
分割リードフレーム１０に分割リードフレーム２０を重ねると、貫通穴１６ａ～１６ｃの
位置と、貫通穴２６ａ～２６ｃの位置がそれぞれ一致するようになっている。
【００２５】
　次に、図２（ａ）及び（ｃ）に示すように、分割リードフレーム１０のリード１１ａ～
１１ｅ上に電子部品１７を取り付けて、この電子部品１７が有する各端子とリード１１ａ
～１１ｅとをそれぞれ電気的に接続する。この電子部品１７は、例えば半導体素子の一種
であるジャイロセンサー（即ち、水晶結晶を素子として使用し、角速度を検出するデバイ
ス）である。電子部品１７がジャイロセンサーの場合は、例えば、その樹脂パッケージ１
７ａ内に空洞部が設けられ、この空洞部に水晶結晶などの素子が配置されている。また、
樹脂パッケージ１７ａの上面には金属キャップ１７ｂが密着した状態で取り付けられてお
り、この金属キャップ１７ｂにより樹脂パッケージ１７ａ内の空洞部が真空状態に保持さ
れている。
【００２６】
　同様に、図２（ｂ）及び（ｄ）に示すように、分割リードフレーム２０のリード２１ａ
～２１ｅ上に電子部品２７を取り付けて、電子部品２７が有する各端子とリード２１ａ～
２１ｅとをそれぞれ電気的に接続する。この電子部品２７も、例えばジャイロセンサーで
あり、樹脂パッケージ２７ａと金属キャップ２７ｂとを有する。
　なお、以下では説明の都合から、「第１の領域」及び「第２の領域」、「第３の領域」
という言葉を使用する。ここで、第１の領域とは、第１、第２、第３実施形態では、電子
部品１７が初めにリード１１ａ～１１ｅの上に配置された領域（即ち、当初の配置領域）
の少なくとも一部のことである。言い換えると、第１の領域とは、後述する、リード１１
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ａ～１１ｅの電子部品１７が取り付けられた部分を屈曲させる工程の前に、電子部品１７
がリード１１ａ～１１ｅ上に配置されていた領域の少なくとも一部のことである。また、
第４実施形態では、第１の領域とは、電子部品１７が初めにリード１１ａ～１１ｃの上に
配置された領域（即ち、当初の配置領域）の少なくとも一部のことである。
【００２７】
　第２の領域とは、第１実施形態では、電子部品２７が初めにリード２１ａ～２１ｅの上
に配置された領域（当初の配置領域）の少なくとも一部のことである。言い換えると、第
２の領域は、後述する、リード２１ａ～２１ｅの電子部品２７が取り付けられた部分を屈
曲させる工程の前に、電子部品２７がリード２１ａ～２１ｅに配置されていた領域の少な
くとも一部のことである。また、第３実施形態では、第２の領域とは、電子部品２７が初
めにリード３１ａ～３１ｄの上に配置された領域（当初の配置領域）の少なくとも一部の
ことである。
　第３の領域とは、後述の第３実施形態において使用する言葉であり、電子部品１８が初
めにリード２１ａ～２１ｅの上に配置された領域（当初の配置領域）の少なくとも一部の
ことである。言い換えると、第３の領域は、後述する、リード２１ａ～２１ｅの電子部品
１８が取り付けられた部分を屈曲させる工程の前に、電子部品１８がリード２１ａ～２１
ｅに配置されていた領域の少なくとも一部のことである。
【００２８】
　次に、図３（ａ）及び（ｃ）に示すように、電子部品１７及び、リード１１ａ～１１ｅ
の電子部品１７が取り付けられた部分（即ち、被取付部）が、第１の領域の外側に位置す
るように、リード１１ａ～１１ｅを屈曲させる。即ち、リード１１ａ～１１ｅを各々の先
端に至るまでの途中の点Ｐで屈曲させて、電子部品１７とリード１１ａ～１１ｅの被取付
部とを第１の領域の外側へ移動させる。点Ｐにおけるリード１１ａ～１１ｅの屈曲方向と
その角度は、例えば断面視で上方向に９０°である。このとき、例えば金型などを用いて
、リード１１ａ～１１ｅの被取付部に、下から上に向かって力を加えることでリード１１
ａ～１１ｅを屈曲させてもよい。また、屈曲させる際、リード１１ａ～１１ｅの点Ｐの上
に第１の金型などを配置しつつ、第２の金型などを用いて、リード１１ａ～１１ｅの被取
付部に、下から上に向かって力を加えることでリード１１ａ～１１ｅを屈曲させてもよい
。
【００２９】
　同様に、図３（ｂ）及び（ｄ）に示すように、電子部品２７及び、リード２１ａ～２１
ｅの電子部品２７が取り付けられた被取付部が、第２の領域の外側に位置するように、リ
ード２１ａ～２１ｅを屈曲させる。リード２１ａ～２１ｅの屈曲方向とその角度は、例え
ば断面視で上方向に９０°である。このとき、例えば金型などを用いて、リード２１ａ～
２１ｅの被取付部に、下から上に向かって力を加えることでリード１１ａ～１１ｅを屈曲
させてもよい。リード２１ａ～２１ｅは、リード１１ａ～１１ｅと同様な方法で屈曲させ
てもよい。
【００３０】
　次に、図４（ａ）及び（ｃ）に示すように、分割リードフレーム１０のリード１２ａ～
１２ｄ上に電子部品１８を取り付ける。この電子部品１８も、例えばジャイロセンサーで
あり、樹脂パッケージ１８ａと金属キャップ１８ｂとを有する。
　この第１実施形態では、上記のようにリード１１ａ～１１ｅを屈曲させた後で、リード
１２ａ～１２ｄ上に電子部品１８を取り付ける。このとき、電子部品１８とリード１２ａ
～１２ｄの被取付部は、それらの少なくとも一部が第１の領域に位置することになるが、
リード１１ａ～１１ｅは既に屈曲されており、電子部品１７とリード１１ａ～１１ｅの被
取付部は、第１の領域の外側に位置しているので、電子部品１７、１８や、リード１１ａ
～１１ｅ、１２ａ～１２ｄが互いに接触（即ち、干渉）することを回避することができる
。
【００３１】
　同様に、図４（ｂ）及び（ｄ）に示すように、分割リードフレーム２０のリード２２ａ
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～２２ｅ上に電子部品２８を取り付ける。この電子部品２８は、例えば半導体素子の一種
である加速度センサー（即ち、前後左右、或いは高さ方向などのうち、少なくとも一方向
への加速度を検出するデバイス）である。リード２２ａ～２２ｅ上に電子部品２８を取り
付けることにより、電子部品２８とリード２２ａ～２２ｅの被取付部は、それらの少なく
とも一部が第２の領域に位置することになるが、リード２１ａ～２１ｅは既に屈曲されて
おり、電子部品２７とリード２１ａ～２１ｅの被取付部は第２の領域の外側に位置してい
るので、電子部品２７、２８や、リード２１ａ～２１ｅ、２２ａ～２２ｅが互いに接触す
ることを回避することができる。
【００３２】
　次に、図５（ａ）及び（ｂ）に示すように、分割リードフレーム１０に分割リードフレ
ーム２０を重ねて、１つのリードフレーム５０を構成する。ここでは、分割リードフレー
ム２０が分割リードフレーム１０の上側に位置するようにこれらを重ね合わせても良いし
、分割リードフレーム２０が分割リードフレーム１０の下側に位置するようにこれらを重
ね合わせても良い。
【００３３】
　また、分割リードフレーム１０、２０の位置合わせには、貫通穴１６ａ～１６ｃ、２６
ａ～２６ｃを用いても良い。例えば、図５（ｃ）に示すように、貫通穴１６ａに貫通穴２
６ａを重ねると共に、貫通穴１６ｂに貫通穴２６ｂを重ねる。若しくは、これらのうちの
一方に代えて（又は、これらに加えて）、貫通穴１６ｃに貫通穴２６ｃを重ねる。例えば
、３箇所うちの２箇所以上で、貫通穴の位置を合わせることにより、分割リードフレーム
１０、２０を精度良く、且つ、再現性高く位置合わせすることができる。
　なお、図５（ｃ）に示すように、位置合わせ後は、例えば貫通穴１６ａ、２６ａにピン
２９ａを嵌挿すると共に、貫通穴１６ｂ、２６ｂにピン２９ｂを嵌挿しても良い。これに
より、分割リードフレーム１０、２０の位置合わせの状態を後の工程（例えば、樹脂封止
の工程）まで保持することができる。
【００３４】
　図５（ａ）及び（ｂ）に示すように、１つのリードフレーム５０内では、電子部品１７
、１８、２７、２８は互いに間を離した状態で立体的に配置されている。ここで、電子部
品１７の金属キャップ１７ｂは平面視で左右の方向（以下、Ｘ軸方向という。）を向き、
電子部品２７の金属キャップ２７ｂは平面視で上下の方向（以下、Ｙ軸方向という。）を
向き、電子部品１８の金属キャップ１８ｂは断面視で上下の方向、即ち、高さの方向（以
下、Ｚ軸方向という。）を向いている。
　このため、電子部品１７をＸ軸方向のジャイロセンサーに使用し、電子部品２７をＹ軸
方向のジャイロセンサーに使用し、電子部品１８をＺ軸方向のジャイロセンサーに使用す
ることができる。そして、一つのパッケージ内に各ジャイロセンサーのＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸
からなる直行座標を構成することができる。
【００３５】
　次に、図６（ａ）及び（ｂ）に示すように、電子部品１７、１８、２７、２８が立体的
に配置されたリードフレーム５０を上金型５１及び下金型５２の間に配置し、ダムバー１
３、１４、２３、２４を上下から挟み込むように両金型を型締めして、キャビティ５３を
形成する。そして、このキャビティ５３の内部に例えばモールド樹脂を注入し硬化させる
。
【００３６】
　これにより、図７（ａ）及び（ｂ）に示すように、樹脂パッケージ５５が形成され、電
子部品１７、１８、２７、２８は樹脂パッケージ５５内に封止される。即ち、電子部品１
７、１８、２７、２８は樹脂封止される。その後、キャビティを開放して樹脂パッケージ
５５を取り出し、樹脂パッケージ５５の外側にあるダムバー１３、１４、２３、２４を切
断して各リード１１ａ～１１ｅ、１２ａ～１２ｄ、２１ａ～２１ｅ、２２ａ～２２ｅの間
をそれぞれ分離させる。また、各リード１１ａ～１１ｅ、１２ａ～１２ｄ、２１ａ～２１
ｅ、２２ａ～２２ｅをそれぞれ支持枠１５、２５から切断して、支持枠１５、２５から樹
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脂パッケージ５５を分離させる。これにより、各リード１１ａ～１１ｅ、１２ａ～１２ｄ
、２１ａ～２１ｅ、２２ａ～２２ｅはそれぞれ独立した外部接続端子となり、電子デバイ
スが完成する。
【００３７】
　この電子デバイスにおいて、リード１１ａ～１１ｅはそれぞれ点Ｐで屈曲しており、リ
ード１１ａ～１１ｄの被取付部は第１の領域の外側に配置されている。このため、図７（
ｂ）に示すように、例えばリード１１ｄと電子部品１８との位置関係に着目すると、リー
ド１１ｄの点Ｐからその先端Ｅまでの距離ｄ１よりも、点Ｐから電子部品１８までの距離
ｄ２の方が短くなっている。
　図８は、本発明の第１実施形態に係る電子デバイスの構成例を示す図である。図８に示
す電子デバイス８０は、例えば、図１（ａ）～図７（ｂ）を参照しながら説明した上記の
製造方法により製造されたものである。
【００３８】
　この電子デバイス８０において、樹脂パッケージ５５の寸法は、例えば、横方向の長さ
をＬ１とし、縦方向の長さをＬ２とし、高さをＨ１としたとき、Ｌ１＝１０．０ｍｍ、Ｌ
２＝１０．０ｍｍ、Ｈ１＝４．３ｍｍである（これらの値はあくまで一例である。）。ま
た、この電子デバイス８０では、例えば、樹脂パッケージ５５から露出している各リード
（即ち、外部接続端子）１１ａ～１１ｅ、１２ａ～１２ｅ、２１ａ、２１ｂ…を折り曲げ
て、ＱＦＪ（Ｑｕａｄ　Ｆｌａｔ　Ｊ－ｌｅａｄ　ｐａｃｋａｇｅ）タイプのパッケージ
を構成しても良い。この場合は、各リードを含む樹脂パッケージ全体の実装基板上での占
有面積を小さくすることができる。
【００３９】
　図９（ａ）～（ｃ）は、電子部品とリードとの電気的接続の一例を示す断面図である。
図９（ａ）に示すように、例えば、電子部品１７が有する端子とリード１１ａとの電気的
接続は、金線１を用いたワイヤーボンディングで行っても良い。又は、図９（ｂ）若しく
は図９（ｃ）に示すように、電子部品１７のリード１１ａへの実装はフェースダウンで行
っても良い。フェースダウンの場合は、図９（ｂ）に示すように、電子部品１７が有する
端子とリード１１ａとの接続を例えばボール形状のバンプ２を用いて行っても良いし、図
９（ｃ）に示すように、例えばハンダ３を用いて行っても良い。また、電子部品１７とリ
ード１１ａとの接合は例えば接着剤４を用いて行っても良い。電子部品１７と他のリード
１１ｂ～１１ｅとの電気的接続や、他の電子部品と他のリードとの電気的接続、及び接合
の方法についても、図９（ａ）～（ｃ）に示した例が適用可能である。
【００４０】
　このように、本発明の第１実施形態によれば、分割リードフレーム１０、２０を重ねる
ことにより、１つのリードフレーム５０を構成することができる。そして、この１つのリ
ードフレーム５０を用いて、電子部品１７、１８、２７、２８を立体的に配置することが
できる。即ち、複数個の電子部品をその搭載面の高さや角度を変えて、１つのリードフレ
ーム５０内に密に配置することができる。このため、樹脂パッケージ５５の大型化を抑制
することができる。
【００４１】
　なお、上記の第１実施形態では、分割リードフレーム１０、２０のリード１１ａ～１１
ｅ、２１ａ～２１ｅを全て屈曲させた後で、これらを重ね合わせて１つのリードフレーム
を構成する場合について説明した。しかしながら、本発明はこれに限られることはない。
例えば、分割リードフレーム１０が有するリード１１ａ～１１ｅのうち、リード１１ａを
屈曲させないで、これに電子部品１８を電気的に接続しても良い。
　図１０（ａ）～（ｃ）は、本発明の第１実施形態に係る電子デバイスの他の製造方法を
示す図である。図１０（ａ）に示すように、分割リードフレーム１０のリード１１ｂ～１
１ｅに電子部品１７を取り付けるが、リード１１ａには電子部品１７を取り付けない。即
ち、リード１１ｂ～１１ｅと電子部品１７とを電気的に接続するのに対して、リード１１
ａと電子部品１７は電気的に接続しない。
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【００４２】
　次に、図１０（ｂ）に示すように、分割リードフレーム１０において、電子部品１７と
、リード１１ｂ～１１ｅの被取付部が第１の領域の外側に位置するように、リード１１ｂ
～１１ｅを屈曲させる。このとき、リード１１ａは屈曲させないで、その先端を第１の領
域にそのまま残しておく。そして、図１０（ｃ）に示すように、分割リードフレーム１０
のリード１１ａ、１２ａ～１２ｄに電子部品１８を取り付ける。このような方法であって
も、電子部品１７と電気的に接続されているリード１１ｂ～１１ｅは既に屈曲されており
、電子部品１７と、リード１１ｂ～１１ｅの被取付部は第１の領域の外側に位置している
ので、電子部品１７、１８が互いに接触することを回避することができる。
【００４３】
　（２）第２実施形態
　上記の第１実施形態では、分割リードフレーム１０が有するリード１１ａ～１１ｅと、
分割リードフレーム２０が有するリード２１ａ～２１ｄをそれぞれ屈曲させた後で、分割
リードフレーム１０、２０を重ねて１つのリードフレーム５０を構成する場合について説
明した。つまり、分割リードフレーム１０、２０の両方について、リードの屈曲を行う場
合について説明した。しかしながら、本発明はこれに限られることはない。例えば、２つ
の分割リードフレーム１０、２０のうちのどちらか一方については、リードを屈曲させな
くても良い場合がある。
【００４４】
　図１１（ａ）～（ｃ）は、本発明の第２実施形態に係る電子デバイスの製造方法を示す
図である。
　図１１（ａ）に示すように、まず、分割リードフレーム１０のリード１１ａ～１１ｅに
電子部品１７を取り付けると共に、リード１２ａ～１２ｅに電子部品１８を取り付ける。
同様に、図１１（ｂ）に示すように、分割リードフレーム２０のリード２１ａ～２１ｅに
電子部品２７を取り付けると共に、リード２２ａ～２２ｅに電子部品２８を取り付ける。
次に、図１１（ａ）に示した分割リードフレーム１０において、電子部品１７と、リード
１１ａ～１１ｅの電子部品１７が取り付けられた被取付部が第１の領域の外側に位置する
ように、リード１１ａ～１１ｅを屈曲させる。このとき、例えば金型などを用いて、リー
ド１１ａ～１１ｅの被取付部に、下から上に向かって力を加えることでリード１１ａ～１
１ｅを屈曲させてもよい。リード２１ａ～２１ｅは、リード１１ａ～１１ｅと同様な方法
で屈曲させてもよい。その後、図１１（ｃ）に示すように、分割リードフレーム１０、２
０を重ねて、１つのリードフレーム５０´を構成する。
【００４５】
　このとき、電子部品１７と、リード１１ａ～１１ｅの被取付部は第１の領域の外側に位
置している。このため、電子部品２７や、リード２１ａ～２１ｃの電子部品２７が取り付
けられる被取付部は、それらの少なくとも一部が第１の領域に配置される場合でも、電子
部品１７、１８や、リード１１ａ～１１ｅ、２１ａ～２１ｅが互いに接触することを防ぐ
ことができる。
　従って、第１実施形態と同じように、複数個の電子部品をその搭載面の高さや角度を変
えて、１つのリードフレーム５０´内に密に配置することができるので、樹脂パッケージ
の大型化を抑制することができる。
【００４６】
　また、上記の第１、第２実施形態では、分割リードフレーム１０、２０を重ねて１つの
リードフレーム５０、５０´を構成したときに、隣り合うダムバーの間に隙間が生じるよ
うに、分割リードフレームの各形状を設計しておくことが好ましい。また、このような隙
間は、１つのリードフレーム５０、５０´について複数設けておくことが好ましい。例え
ば、図１１（ｃ）に示すように、ダムバー１３、２３の間と、ダムバー１４、２４の間に
それぞれ隙間Ｓが生じるように、分割リードフレーム１０、２０の各形状を設計しておく
ことが好ましい。例えば、ダムバー１３、１４、２３、２４で囲まれた領域の内側から外
側に至るような隙間Ｓが生じるように分割リードフレーム１０、２０の各形状を設計して
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おくことが好ましい。
【００４７】
　これにより、樹脂パッケージを形成する際に樹脂封止を安定して行うことができる。即
ち、図１１（ｃ）の矢印で示すように、隙間Ｓを利用して、ダムバー１３、１４、２３、
２４で囲まれた内側の領域にモールド樹脂を注入したり、この内側の領域から外側へ空気
を排出したりすることができる。これにより、電子部品１７、１８、２７、２８の樹脂封
止を安定して行うことができる。
【００４８】
　（３）第３実施形態
　上記の第１、第２実施形態では、２つの分割リードフレームを重ねて、１つのリードフ
レームを構成する場合（即ち、２フレーム方式）について説明した。しかしながら、本発
明において、重ね合わせに供される分割リードフレームの数は２つに限定されない。例え
ば、３つ又は４つ以上の分割リードフレームを重ねて、１つのリードフレームを構成して
も良い。
【００４９】
　図１２（ａ）～図１８は、本発明の第３実施形態に係る電子デバイスの製造方法を示す
図である。
　この第３実施形態では、例えば４つの分割リードフレームを用意し、これら分割リード
フレームのリードを部分的に屈曲させてから重ねることにより、１つのリードフレームを
構成し、その後、このリードフレームの各リードに搭載された複数個の電子部品を一括し
て樹脂封止することにより、１個の電子デバイスを完成させる場合（即ち、４フレーム方
式）について説明する。
【００５０】
　図１２（ａ）～（ｄ）に示すように、まず始めに、４つの分割リードフレーム１０、２
０、３０、４０を用意する。図１２（ａ）に示すように、分割リードフレーム１０は、例
えば複数本のリード１１ａ～１１ｅと、ダムバー１３と、支持枠１５と、を有する。また
、図１２（ｂ）に示すように、分割リードフレーム２０は、例えば複数本のリード２１ａ
～２１ｅと、ダムバー２３と、支持枠２５と、を有する。さらに、図１２（ｃ）に示すよ
うに、分割リードフレーム３０は、例えば複数本のリード３１ａ～３１ｄと、ダムバー３
３と、支持枠３５と、を有する。そして、図１２（ｄ）に示すように、分割リードフレー
ム４０は、例えば複数本のリード４１ａ～４１ｅと、ダムバー４３と、支持枠４５と、を
有する。これらの分割リードフレーム１０、２０、３０、４０は、例えば１枚の銅板をエ
ッチング、又は、金型を用いて打ち抜くことにより、それぞれ別々に形成する。なお、図
１２（ａ）～（ｄ）に示すように、支持枠１５、２５、３５、４５は、互いに同一形状で
、且つ、同一の大きさを有する。
【００５１】
　次に、図１３（ａ）及び（ｅ）に示すように、分割リードフレーム１０のリード１１ａ
～１１ｅ上に電子部品１７を取り付けて、電子部品１７が有する各端子とリード１１ａ～
１１ｅとをそれぞれ電気的に接続する。また、図１３（ｂ）及び（ｆ）に示すように、分
割リードフレーム２０のリード２１ａ～２１ｅ上に電子部品１８を取り付けて、電子部品
１８が有する各端子とリード２１ａ～２１ｅとをそれぞれ電気的に接続する。さらに、図
１３（ｃ）及び（ｇ）に示すように、分割リードフレーム３０のリード３１ａ～３１ｄ上
に電子部品２７を取り付けて、電子部品２７が有する各端子とリード３１ａ～３１ｄとを
それぞれ電気的に接続する。そして、図１３（ｄ）及び（ｈ）に示すように、分割リード
フレーム４０のリード４１ａ～４１ｅ上に電子部品２８を取り付けて、電子部品２８が有
する各端子とリード４１ａ～４１ｅとをそれぞれ電気的に接続する。なお、電子部品１７
、１８、２７は例えばジャイロセンサーであり、電子部品２８は例えば加速度センサーで
ある。
【００５２】
　次に、図１４（ａ）及び（ｅ）に示すように、電子部品１７と、リード１１ａ～１１ｅ
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の電子部品１７が取り付けられた被取付部が第１の領域の外側に位置するように、リード
１１ａ～１１ｅを屈曲させる。即ち、リード１１ａ～１１ｅを各々の先端に至るまでの途
中の点Ｐで屈曲させて、電子部品１７とリード１１ａ～１１ｅの被取付部とを第１の領域
の外側へ移動させる。点Ｐにおけるリード１１ａ～１１ｅの屈曲方向とその角度は、例え
ば断面視で上方向に９０°である。このとき、例えば金型などを用いて、リード１１ａ～
１１ｅの被取付部に、下から上に向かって力を加えることでリード１１ａ～１１ｅを屈曲
させてもよい。また、屈曲させる際、リード１１ａ～１１ｅの点Ｐの上に第１の金型など
を配置しつつ、第２の金型などを用いて、リード１１ａ～１１ｅの被取付部に、下から上
に向かって力を加えることでリード１１ａ～１１ｅを屈曲させてもよい。同様に、図１４
（ｂ）及び（ｆ）に示すように、電子部品１８と、リード２１ａ～２１ｅの電子部品１８
が取り付けられた被取付部が第３の領域の外側に位置するように、リード２１ａ～２１ｅ
を屈曲させる。リード２１ａ～２１ｅの屈曲角度は断面視で例えば９０°である。
【００５３】
　さらに、図１４（ｃ）及び（ｇ）に示すように、電子部品２７と、リード３１ａ～３１
ｄの電子部品が取り付けられた被取付部が第２の領域の外側に位置するように、分割リー
ドフレーム３０のリード３１ａ～３１ｄを屈曲させる。例えば、図１５（ｂ）に示すよう
に、リード３１ａ～３１ｄを断面視でそれぞれ複数箇所で屈曲させ、電子部品２７を第２
の領域の上側へ移動させる。詳細には、リード３１ａ～３１ｄは、第１の点Ｐ１で上方向
（リード３１ａ～３１ｄに対して電子部品２７が取り付けられている方向）に屈曲し、第
２の点Ｐ２で、Ｐ２を基準としてＰ１とは反対側の方向に（言い換えると、平面視でＰ２
がＰ１と電子部品２７の間に存在するような方向に）屈曲させることで、リード３１ａ～
３１ｄの被取付部を第１の点Ｐ１、第２の点Ｐ２で屈曲させる前よりも上側（言い換える
と、リード３１ａ～３１ｄに対して電子部品２７が取り付けられている側）へ移動させる
。或いは、リード３１ａ～３１ｄを断面視でそれぞれ複数箇所で屈曲させ、電子部品２７
を第２の領域の下側へ移動させてもよい。詳細には、リード３１ａ～３１ｄを第１の点Ｐ
１では、下方向（リード３１ａ～３１ｄに対して電子部品２７が取り付けられている方向
とは反対側の方向）に屈曲させ、第２の点Ｐ２では上記と同じ方向に屈曲させることで、
リード３１ａ～３１ｄの被取付部を第１の点Ｐ１、第２の点Ｐ２で屈曲させる前よりも下
側（言い換えると、リード３１ａ～３１ｄに対して電子部品２７が取り付けられている側
とは反対側）へ移動させてもよい。このとき、リード３１ａ～３１ｄに金型などを用いて
力を加えることで、リード３１ａ～３１ｄを屈曲させてもよい。また、リード３１ａ～３
１ｄを、第１の点Ｐ１、第２の点Ｐ２で屈曲させる際、同一工程内で屈曲させてもよい。
なお、図１４（ｄ）及び（ｈ）に示すように、分割リードフレーム４０については、リー
ド４１ａ～４１ｅを屈曲させずに、そのままの状態を維持させる。
【００５４】
　次に、図１５（ａ）及び（ｂ）に示すように、分割リードフレーム３０、４０を重ねる
。これにより、電子部品２８と、リード４１ａ～４１ｅの電子部品２８が取り付けられた
被取付部は、それらの少なくとも一部が第２の領域に位置することとなる。さらに、分割
リードフレーム３０、４０に分割リードフレーム１０、２０を重ねて、図１６に示すよう
に、１つのリードフレーム６０を構成する。
　これにより、電子部品２８と、リード４１ａ～４１ｅの被取付部は、例えば、第１、第
２、第３の領域に配置された構造となる。即ち、リード１１ａ～１１ｅ、２１ａ～２１ｅ
、３１ａ～３１ｄをそれぞれ屈曲させることにより空いたスペースに、電子部品２８と、
リード４１ａ～４１ｅの被取付部が配置された構造となる。
【００５５】
　ここでは、断面視で上側から下側に向けて、例えば、分割リードフレーム１０、２０、
３０、４０の順でこれらを重ねて１つのリードフレーム６０を構成する。なお、本発明で
は、断面視で上側から下側に向けて分割リードフレーム２０、１０、３０、４０の順で重
ねて１つのリードフレーム６０を構成しても良いし、これ以外の順で重ねても良い。
　また、この第３実施形態においても、第１実施形態と同様、分割リードフレーム１０、
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２０、３０、４０を重ねる際の位置合わせには、分割リードフレーム１０、２０、３０、
４０にそれぞれ形成された貫通穴１６ａ～１６ｃ、２６ａ～２６ｃ、３６ａ～３６ｃ、４
６ａ～４６ｃを使用することができる。例えば、分割リードフレーム３０、４０を重ねる
際は、貫通穴３６ａ～３６ｃと貫通穴４６ａ～４６ｃとが平面視でそれぞれ重なるように
（即ち、一致するように）、分割リードフレーム３０、４０を位置合わせする。
【００５６】
　図１６（ａ）及び（ｂ）に示すように、１つのリードフレーム６０内では、電子部品１
７、１８、２７、２８は互いに間を離した状態で立体的に配置されている。ここで、電子
部品１７の金属キャップ１７ｂはＸ軸方向を向き、電子部品１８の金属キャップ１８ｂは
Ｙ軸方向を向き、電子部品２７の金属キャップ２７ｂはＺ軸方向を向いている。このため
、電子部品１７をＸ軸方向のジャイロセンサーに使用し、電子部品１８をＹ軸方向のジャ
イロセンサーに使用し、電子部品２７をＺ軸方向のジャイロセンサーに使用することがで
きる。
【００５７】
　次に、図１７（ａ）及び（ｂ）に示すように、電子部品１７、１８、２７、２８を立体
的に配置したリードフレーム６０を上金型５１及び下金型５２の間に配置し、ダムバー１
３、１４、２３、２４を上下から挟み込むように両金型を型締めして、キャビティ５３を
形成する。そして、このキャビティ５３の内部にモールド樹脂を注入し硬化させる。これ
により、図１８（ａ）及び（ｂ）に示すように、樹脂パッケージ５５が形成され、電子部
品１７、１８、２７、２８は樹脂パッケージ５５内に封止される。その後、キャビティを
開放して樹脂パッケージ５５を取り出し、樹脂パッケージ５５の外側にあるダムバー１３
、２３、３３、４３を切断して各リード１１ａ～１１ｅ、２１ａ～２１ｅ、３１ａ～３１
ｄ、４１ａ～４１ｅをそれぞれ分離させる。また、各リード１１ａ～１１ｅ、２１ａ～２
１ｅ、３１ａ～３１ｄ、４１ａ～４１ｅをそれぞれ支持枠１５、２５、３５、４５から切
断して、支持枠１５、２５、３５、４５から樹脂パッケージ５５を分離させる。これによ
り、各リード１１ａ～１１ｅ、２１ａ～２１ｅ、３１ａ～３１ｄ、４１ａ～４１ｅはそれ
ぞれ独立した外部接続端子となり、電子デバイスが完成する。
【００５８】
　図１９（ａ）～（ｃ）は、本発明の第３実施形態に係る電子デバイスの構成例を示す図
である。図１９（ａ）～（ｃ）に示す電子デバイス９０は、例えば図１２（ａ）～図１８
を参照しながら説明した上記の製造方法により製造されたものである。
　この電子デバイス９０において、樹脂パッケージ５５の寸法は、例えば、横方向の長さ
をＬ３とし、縦方向の長さをＬ４とし、高さをＨ２としたとき、Ｌ３＝８０ｍｍ、Ｌ４＝
９．０ｍｍ、Ｈ２＝３．９ｍｍである（これらの値はあくまで一例である。）。
　また、各リードを含む電子デバイス９０全体の寸法は、例えば、横方向の長さをＬ５と
し、縦方向の長さをＬ６とし、高さをＨ３としたとき、Ｌ５＝９０ｍｍ、Ｌ６＝１０．０
ｍｍ、Ｈ３＝４．０ｍｍである（これらの値はあくまで一例である。）。
【００５９】
　図１９（ｂ）に示すように、この電子デバイス９０において、分割リードフレーム１０
が有するリード１１ｃは点Ｐ３で屈曲しており、リード１１ｃの被取付部は第１の領域の
外側に配置されている。このため、リード１１ｃの点Ｐ３からその先端Ｅ１までの距離よ
りも、点Ｐ３から電子部品２８までの距離の方が短くなっている。また、リード１１ｃの
点Ｐ３からその先端Ｅ１までの距離よりも、点Ｐ３からリード４１ｃの被取付部までの距
離の方が短くなっている。
【００６０】
　同様に、図１９（ｃ）に示すように、この電子デバイス９０において、分割リードフレ
ーム２０が有するリード２１ｃは点Ｐ４で屈曲しており、リード２１ｃの被取付部は第３
の領域の外側に配置されている。このため、リード２１ｃの点Ｐ４からその先端Ｅ２まで
の距離よりも、点Ｐ４から電子部品２８までの距離の方が短くなっている。また、リード
２１ｃの点Ｐ４からその先端Ｅ２までの距離よりも、点Ｐ４からリード４１ｄの被取付部



(14) JP 5278166 B2 2013.9.4

10

20

30

40

50

までの距離の方が短くなっている。
【００６１】
　なお、図１９（ａ）～（ｃ）に示すように、この電子デバイス９０でも、樹脂パッケー
ジ５５から露出している各リード（即ち、外部接続端子）１１ａ～１１ｅ、２１ａ～２１
ｅ、３１ａ～３１ｄ、４１ａ～４１ｅを折り曲げて、例えばＱＦＪタイプのパッケージを
構成しても良い。この場合は、リードを含む樹脂パッケージ全体の実装基板上での占有面
積を小さくすることができる。
　また、この第３実施形態においても、第１実施形態と同様、電子部品とリードとの電気
的接続は、ワイヤーボンディングで行っても良いし、フェースダウンで行っても良い。フ
ェースダウンの場合は、電子部品が有する端子とリードとの接続はボール形状のバンプを
用いて行っても良いし、ハンダを用いて行っても良い。さらに、電子部品とリードとの接
合は例えば接着剤を用いて行っても良い（図９（ａ）～（ｃ）参照。）。
【００６２】
　このように、本発明の第３実施形態によれば、分割リードフレーム１０、２０、３０、
４０を重ねることにより、１つのリードフレーム６０を構成することができる。そして、
この１つのリードフレーム６０を用いて、電子部品１７、１８、２７、２８を立体的に配
置することができる。即ち、複数個の電子部品をその搭載面の高さや角度を変えて、１つ
のリードフレーム６０内に密に配置することができる。このため、樹脂パッケージ５５の
大型化を抑制することができる。
【００６３】
　なお、この第３実施形態では、図２０（ａ）に示すように、屈曲したリード１１の外角
側の側面に電子部品１７が取り付けられた構造（即ち、外曲げ）を採る場合について説明
した。しかしながら、本発明はこれに限られることはない。例えば、図２０（ｂ）に示す
ように、屈曲したリード１１の内角側の側面に電子部品１７が取り付けられた構造（内曲
げ）を採用しても良い。このような構成であっても、電子部品１７と、リード１１の被取
付部を第１の領域の外側へ移動させることができるので、樹脂パッケージの大型化の抑制
に寄与することができる。
【００６４】
　但し、樹脂パッケージの高さを低くするためには、内曲げよりも外曲げの方が好ましい
。即ち、内曲げよりも、外曲げの方が樹脂パッケージを薄型化することができる。その理
由は、内曲げを採用する場合は、電子部品１７と、リード１１の（被取付部ではない）他
の部分との間に空間を確保する必要があり、その分の高さｈだけ、電子部品１７の取り付
け位置が高くなるからである。
【００６５】
　さらに、この第３実施形態でも、分割リードフレーム１０、２０、３０、４０を重ねて
１つのリードフレーム６０を構成したときに、隣り合うダムバーの間に隙間が生じるよう
に、分割リードフレーム１０、２０、３０、４０の各形状を設計しておくことが好ましい
。また、このような隙間は、１つのリードフレーム６０について複数設けておくことが好
ましい。これにより、樹脂パッケージを形成する際に、上記の隙間を利用して、ダムバー
１３、１４、２３、２４で囲まれた内側の領域にモールド樹脂を注入したり、この内側の
領域から外側へ空気を排出したりすることができる。これにより、電子部品１７、１８、
２７、２８の樹脂封止を安定して行うことができる。
【００６６】
　なお、上記の第３実施形態では、電子部品２７が電子部品２８の上側に位置するように
、リード３１ａ～３１ｄを屈曲させる場合について説明した。しかしながら、本発明はこ
れに限られることはない。例えば、電子部品２７が電子部品２８の下側に位置するように
、リード３１ａ～３１ｄを屈曲させても良い。このような方法であっても、電子部品２７
、２８を、その搭載面の高さを変えて立体的に配置することができるため、樹脂パッケー
ジ５５の大型化の抑制に寄与することができる。
【００６７】
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　（４）第４実施形態
　上記の第１、第２実施形態では２フレーム方式を、第３実施形態では４フレーム方式に
ついて説明した。しかしながら、本発明は、複数の分割リードフレームを重ねて１つのリ
ードフレームを構成する方式（即ち、複数フレーム方式）に限定されるものではない。例
えば、１つのリードフレームを用いて複数の電子部品を搭載する「１フレーム方式」であ
っても良い。以下、この点について例を挙げて説明する。
　図２１（ａ）～（ｄ）は、本発明の第４実施形態に係る電子デバイスの製造方法を示す
図である。図２１（ａ）に示すように、まず始めに、例えば、リード１１ａ～１１ｃ、２
１ａ～２１ｅ、３１ａ～３１ｅ、リード４１ａ～４１ｃ、を有するリードフレーム７０を
用意する。
【００６８】
　図２１（ａ）に示すように、リード１１ａ～１１ｃと、リード４１ａ～４１ｃは、それ
ぞれ対向するダムバー１３、４３により支えられている。また、リード１１ａ～１１ｃと
、リード４１ａ～４１ｃはそれぞれＸ軸方向に沿って延びており、リード１１ａ～１１ｃ
とリード４１ａ～４１ｃとが平面視で交互に入れ違う形状（即ち、櫛歯状）に配置されて
いる。
　このようなリードフレーム７０は、１枚の銅板をエッチング、又は、金型を用いて打ち
抜くことにより形成する。これにより、１枚の銅板から、リード１１ａ～１１ｃ、２１ａ
～２１ｅ、３１ａ～３１ｅ、４１ａ～４１ｃと、ダムバー１３、２３、３３、４３と、支
持枠７５とが、一体となって形成される。
【００６９】
　次に、図２１（ｂ）に示すように、各リード１１ａ～１１ｃ、２１ａ～２１ｅ、３１ａ
～３１ｅにそれぞれ電子部品１７、１８、２７を取り付ける。そして、図２１（ｃ）に示
すように、電子部品１７と、リード１１ａ～１１ｃの電子部品１７が取り付けられた被取
付部が第１の領域の外側に位置するように、リード１１ａ～１１ｃを屈曲させる。リード
１１ａ～１１ｃの屈曲角度は断面視で例えば９０°である。
【００７０】
　なお、リード２１ａ～２１ｅ、３１ａ～３１ｅ、４１ａ～４１ｃについては、これらを
屈曲させずに、そのまま水平方向に延びている状態を維持させる。特に、リード１１ａ～
１１ｃを屈曲させた後、後述するように電子部品２８を取り付ける前に、リード４１ａ～
４１ｃの少なくとも一部が第１の領域に位置するようにする。次に、図２１（ｄ）に示す
ように、電子部品２８をリード４１ａ～４１ｃの第１の領域に位置する部分の少なくとも
一部に取り付ける。このとき、電子部品１７及びリード１１ａ～１１ｃの被取付部は既に
第１の領域の外側に移動しているため、これらと接触することなく、電子部品２８をリー
ド４１ａ～４１ｃの第１の領域に位置する部分上に取り付けることができる。
【００７１】
　これ以降の工程は、上記の第１～第３実施形態と同じである。即ち、電子部品１７、１
８、２７、２８を立体的な配置で搭載したリードフレーム７０を上金型及び下金型の間に
配置し、ダムバー１３、２３、３３、４３を上下から挟み込むように両金型を型締めして
、キャビティを形成する。そして、このキャビティの内部にモールド樹脂を注入し硬化さ
せる。これにより、電子部品を樹脂封止する。その後、樹脂パッケージの外側にあるダム
バー１３、２３、３３、４３を切断してリード１１ａ～１１ｃ、２１ａ～２１ｅ、３１ａ
～３１ｅ、４１ａ～４１ｃをそれぞれ分離させる。また、各リード１１ａ～１１ｃ、２１
ａ～２１ｅ、３１ａ～３１ｅ、４１ａ～４１ｃをそれぞれ支持枠７５から切断して、支持
枠７５から樹脂パッケージを分離させる。これにより、電子部品１７、１８、２７、２８
を有する電子デバイスを完成させる。
【００７２】
　このように、本発明の第４実施形態によれば、１つのリードフレーム７０を用いて、電
子部品１７、１８、２７、２８を立体的に配置することができる。即ち、複数個の電子部
品をその搭載面の高さや角度を変えて、１つのリードフレーム７０内に密に配置すること
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ができる。このため、１つの樹脂パッケージ内に複数個の電子部品を配置する場合でも、
樹脂パッケージの大型化を抑制することができる。
　さらに、この第４実施形態でも、リードフレーム７０において、隣り合うダムバーの間
に隙間を設けておくことが好ましい。また、このような隙間は、１つのリードフレーム７
０について複数設けておくことが好ましい。これにより、第１～第３実施形態と同様、樹
脂封止を安定して行うことができる。
【００７３】
　（５）第５実施形態
　上記の第１～第４実施形態では、リードフレーム５０、５０´、６０、７０の各々につ
いて、隣り合うダムバーの間に隙間を設けることについて説明したが、本発明では、上記
の隙間に続くダミーキャビティをリードフレーム５０、５０´、６０、７０に設けても良
い。これにより、樹脂封止の工程をより安定して行うことができる。
　図２２（ａ）～（ｃ）は、本発明の第５実施形態に係るリードフレームの構成例と、樹
脂封止の工程を示す図である。
【００７４】
　図２２（ａ）に示すリードフレーム６０´は、例えば、分割リードフレーム１０、２０
、３０、４０を重ねることにより形成されたものである。このリードフレーム６０´にお
いて、隙間Ｓは、例えば、分割リードフレーム２０が有するダムバー２３と、分割リード
フレーム４０が有するダムバー４３との間に設けられている。また、図２２（ａ）では示
さないが、同様の隙間Ｓが、分割リードフレーム１０が有するダムバー１３と、分割リー
ドフレーム３０が有するダムバー３３との間に設けられている（例えば、図１６を参照。
）。
【００７５】
　図２２（ａ）に示すように、このリードフレーム６０´では、隙間Ｓに連続して、ダミ
ーキャビティ６１と流路６２とが設けられている。ここで、ダミーキャビティ６１とは、
キャビティ５３（例えば、図１７を参照。）から流出したモールド樹脂が、金型の外まで
流出することを防ぐことを目的として設けられたものである。また、流路６２は、ダミー
キャビティ６１でモールド樹脂を収容しきれない場合に、モールド樹脂の一部をダミーキ
ャビティ６１からさらに先へ流すことを目的として設けられたものである。図２２（ａ）
に示すように、ダミーキャビティ６１と流路６２は、ダムバー１３、２３、３３、４３で
囲まれた領域の外側に設けられており、例えば、ダムバー２３、４３と、分割リードフレ
ーム１０、２０、３０、４０の各支持枠とにより、その輪郭が形成されている。
【００７６】
　図２２（ｂ）に示すように、樹脂封止の工程では、ダムバー２３、４３と、隙間Ｓと、
ダミーキャビティ６１と、流路６２の一部とを、上金型５１及び下金型５２（例えば、図
１７を参照。）で上下から挟み込むように、両金型を型締めしてキャビティ５３を形成す
る。そして、図２２（ｃ）に示すように、このキャビティ５３の内部にモールド樹脂５５
を注入する。ここで、キャビティ５３内のモールド樹脂５５は、その注入圧により周囲へ
広がろうとするが、その広がりは分割リードフレーム１０、２０、３０、４０の各ダムバ
ーによって抑えられる。しかしながら、隙間Ｓではダムバーが無いため、モールド樹脂５
５の一部はキャビティ５３から隙間Ｓを通ってダミーキャビティ６１へと流れる。
【００７７】
　また、ダミーキャビティ６１でモールド樹脂５５を収容しきれない場合は、その一部が
ダミーキャビティ６１から流路６２へと流れる。しかしながら、流路６２は支持枠の外に
向かって遠回りするように設けられており、また、その一部は平面視で蛇行した形状とな
っている。このため、図２２（ｃ）の矢印で示すように、モールド樹脂５５は蛇行しなが
ら遠回りに進むので、モールド樹脂５５が金型の外まで流出することを抑制することがで
きる。
【００７８】
　なお、図２２（ａ）において、流路６２の出口付近の幅Ｗは、例えば、モールド樹脂５
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５に含まれるフィラー（粒子）の径と同じ、又は、それよりも小さい値に設定しておくこ
とが好ましい。例えば、フィラーの径が例えば５０μｍの場合は、流路６２の幅Ｗを５０
μｍ以下に設定しておくことが好ましい。その理由は、幅Ｗがフィラーの径よりも大きい
と、モールド樹脂５５の排出が円滑になるからである。幅Ｗの値を上記のようにフィラー
の径と同じ、又は、それよりも小さい値に設定することにより、モールド樹脂５５の流出
をさらに抑制することができる。
【００７９】
　図２３（ａ）～（ｃ）は、第５実施形態に係るリードフレームの構成例と、樹脂封止の
工程を示す図である。
　図２３（ａ）に示すリードフレーム６０´´において、図２２（ａ）に示したリードフ
レーム６０´との相違点は、流路６２の出口付近の形状にある。具体的には、図２３（ｂ
）に示すように、流路６２の出口付近では、例えば分割リードフレーム３０、４０が各々
ハーフエッチング（又は、金型を用いた押圧処理により薄く加工）されており、この薄く
加工された部分同士が重なりあって、流路６２の出口６２ａ、６２ｂをそれぞれ構成して
いる。
【００８０】
　このような構成であっても、図２２（ａ）～（ｃ）に示したリードフレーム６０´と同
様、流路６２は支持枠の外に向かって遠回りするように設けられており、また、その一部
は平面視で蛇行した形状となっている。このため、図２３（ｃ）の矢印で示すように、ダ
ミーキャビティ６１でモールド樹脂５５を収容しきれない場合でも、モールド樹脂５５が
金型の外まで流出することを抑制することができる。
　また、このリードフレーム６０´´においても、出口６２ａ、６２ｂの幅Ｗ１、Ｗ２は
、図２２（ａ）に示した幅Ｗと同様、モールド樹脂５５に含まれるフィラー（粒子）の径
と同じ、又は、それよりも小さい値に設定しておくことが好ましい。例えば、フィラーの
径が例えば５０μｍの場合は、幅Ｗ１、Ｗ２をそれぞれ５０μｍ以下に設定しておくこと
が好ましい。これにより、モールド樹脂の流出をさらに抑えることができる。
【００８１】
　なお、この第５実施形態の各構成は、４フレーム方式に限らず、２フレーム方式やそれ
以外の複数フレーム方式、１フレーム方式に適用可能である。即ち、第５実施形態で例示
したダミーキャビティ６１及び流路６２を、上記の第１、第２、第４実施形態で説明した
リードフレーム５０、５０´、７０にそれぞれ適用することが可能である。これにより、
第１、第２、第４実施形態で、電子部品の樹脂封止をさらに安定して行うことができる。
【００８２】
　（６）その他
　上記の第１～第５実施形態では、各電子部品１７、１８、２７、２８として、ジャイロ
センサーや加速度センサーを用いることを例示したが、各電子部品１７、１８、２７、２
８はこれらジャイロセンサー、加速度センサーに限らず、能動部品や受動部品（抵抗器や
キャパシタなど）等の他の電子部品を用いてもよい。このとき、電子部品１７、１８、２
７としてジャイロセンサーを用いた場合は、特に上記の第１～第５実施形態によれば、１
つの樹脂パッケージ内に配置される電子部品１７をＸ軸方向のジャイロセンサーに使用し
、電子部品２７をＹ軸方向のジャイロセンサーに使用し、電子部品１８をＺ軸方向のジャ
イロセンサーに使用することができる。そして、特に、電子部品１７、２７のそれぞれの
傾き（即ち、Ｘ軸方向、Ｙ軸方向への向き）をリード１１ａ～１１ｅ、２１ａ～２１ｅを
それぞれ屈曲させることで調整することができる。このため、電子部品１７、１８、２７
のそれぞれの傾きは、電子デバイスの完成時には既に設定がなされており、電子デバイス
を配線基板に取り付ける工程（即ち、実装工程）では、電子部品１７、１８、２７のそれ
ぞれの傾きを個々に調整する必要がない。実装工程で、１個の電子デバイスを配線基板に
取り付けるだけで、Ｘ軸方向、Ｙ軸方向、Ｚ軸方向の各ジャイロセンサーと、加速度セン
サーの取り付けが全て完了する。それゆえ、これらの各センサーを個々に配線基板に取り
付ける場合と比較すると、実装工程の作業負荷を大幅に軽減することができる。
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【符号の説明】
【００８３】
　１　金線、２　バンプ、３　ハンダ、４　接着剤、１０、２０、３０、４０　分割リー
ドフレーム、１１、１１ａ～１１ｅ、１２ａ～１２ｅ、２１ａ～２１ｅ、２２ａ～２２ｅ
、３１ａ～３１ｅ、４１ａ～４１ｅ　リード、１３、２３、３３、４３　ダムバー、１５
、２５、３５、４５　支持体、１６ａ～１６ｃ、２６ａ～２６ｃ、３６ａ～３６ｃ、４６
ａ～４６ｃ　貫通穴、１７、１８、２７、２８　電子部品、１７ａ、１８ａ、２７ａ　樹
脂パッケージ、１７ｂ、１８ｂ、２７ｂ　金属キャップ、２９ａ、２９ｂ　ピン、５０、
５０´、６０、６０´、６０´´、７０　リードフレーム、５１　上金型、５２　下金型
、５５　樹脂パッケージ（モールド樹脂）、６１　ダミーキャビティ、６２　流路、６２
ａ、６２ｂ　出口、８０、９０　電子デバイス、１１０　リードフレーム、１１１　ダイ
パッド、１１２　リード、１１３　ダムバー、１２１　電子部品、１３１　金線、１４１
　上金型、１４２　下金型、１４３　キャビティ、Ｅ、Ｅ１、Ｅ２　先端、Ｐ、Ｐ１、Ｐ
２　点、Ｓ　隙間、Ｗ、Ｗ１、Ｗ２　幅

【図１】 【図２】
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【図１２】 【図１３】
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【図１８】 【図１９】
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【図２２】 【図２３】
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【図２６】
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